
 

第１回みよし市特別職報酬等審議会会議録 

 

事    項 内    容   

１．年月日、時刻、開会、休憩、散会 平成２３年１２月２日（金） 

 午後１時３０分開会 

 午後３時０５分閉会 

  

２．会長及び委員の異動 な し 

３．出席した委員の氏名 委員 藤本 光夫  委員 清田 由雅 

委員 加藤 紀夫  委員 鈴木 きよみ 

委員 近藤 隆治  委員 高梨 貞子 

委員 小野田勝輝 

委員 村上 雅則 

４．出席した委員外の氏名 無し 

５．出席した職員の職氏名 市 長  久野 知英 総務部長 正木 義則 

総 務 部 参 事  水野 直樹 総務部次長 都築 一浩  

職員課長 増岡総一郎 職員課長補佐 深谷真由美  

 

６．証人、公述人、参考人の氏名  な し 

７．傍聴人数  ２名 

８．会議内容  別紙のとおり 
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開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

委嘱状交付 

 

 

市長あいさつ 

 

典礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

典礼 

 

 

市長 

本日は、ご多忙の中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより、平成

２３年度の第１回特別職報酬等審議会を開催いたします。 

この審議会はみよし市附属機関の会議の設置及び運営に関する要綱第 6 条に基づき公開とさせ

ていただいておりますのでご承知おきください。 

なお、会議録につきましては、自由な議論を害する恐れがあるため、委員のお名前を伏せて公

開とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、傍聴される皆さまは、入場の際にお渡ししました「傍聴にあたってのお願い」を遵守い

ただきますようお願いします。 

 

 それでは皆さまに、委嘱状を交付させていただきます。市長お願いいたします。 

（市長から委嘱状を委員ごとに渡す） 

 

 日頃からの市政へのご理解・ご協力に対してお礼申し上げます。 

また、この度、報酬審議会の委員に委嘱させていただいた皆様には、公私ともご多用の中、委

員をお引き受けいただきお礼申し上げます。 

 現在、新庁舎工事のため、皆様には大変なご不便をおかけしており、申し訳なく思っておりま

す。新庁舎は、来年度 4月完成、5月のゴールデンウィーク中に現在の庁舎から新庁舎へ移転する

予定です。それまでの間はご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 ご案内のように大変景気が悪くなっております。１９年のリーマンショックから立ち直りかけ

ていたところにタイでの大洪水等があり、特にこの地域の製造業等の景気が上向くのが遅いとい

われている。そんな中で財政が厳しい中でも、地域の皆様のご協力により精一杯やっていいきた

い。地域力を高めてより住み易いまちづくりをしていきたい。 

最後に、この審議会は、本市の特別職の報酬等の額につきまして、厳正なる審議をお願いする

ものでありますので、よろしくお願い申し上げます。 
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典礼 

 

 

会長 

 

 

 

 

それでは、ただいまから、みよし市特別職報酬等審議会条例第４条の規定によりまして、委員

の皆さんの中から互選により会長を選出していただきたいと思います。 

会長の仕事としましては、意見の取りまとめ、次回の審議会の招集、事務局との調整などでご

ざいます。 

資料２の委員名簿をご参考にしていただきまして、どなたかご推薦いただけないでしょうか。 
 

 学識経験者であり、先回の審議会の会長を務めていただいたとお聞きしています愛知大学の藤

本名誉教授が適任ではないかと推薦します。 

 

 藤本委員を推薦するご意見がありましたが、委員の皆さまのご意見はいかがでしょうか。 

（多数の異議なし発言） 

 

 それでは、藤本委員よろしくお願いします。 

 さっそくですが、会長になられた藤本会長よりごあいさつをお願いします。 

 

 今回につきましても会長に推薦いただきまして、私としては新しい方が就任されるのも一案か

と思っておりましたが、引き受けさせていただきます。つきましては特別職の報酬金額を最終的

には提案をさせていただく。それにつきましては市職員の皆さんの努力で詳しい資料をそろえて

いただいて、今日その説明があると思いますが、それをしっかり吟味することとあわせて皆さん

の忌憚のない意見をいただき、適切な答申が市長にできればと思いますので、どうかご協力よろ

しくお願いします。 

それでは、審議会に市長から諮問申し上げます。市長お願いいたします。 

諮問「みよし市特別職の報酬等の額について」 

 内容：みよし市特別職報酬等審議会条例第２条の規定により、貴審議会の意見を求めます。 

 １ 本市の特別職（議会の議員並びに市長及び副市長）の報酬の額について 

 ２ 改定の必要性を認める場合には、その額及び実施時期について 

（市長より諮問書を会長に手渡す。） 
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会長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 ここで、市長は公務のため退席させていただきます。（市長退席） 

 

 それでは、審議に入らせていただきます。進行につきましては会長にお願いいたします。また、

審議に先立ちまして、みよし市特別職報酬等審議会条例第４条第３項の規定により、会長より職

務代理のご指名をお願いします。 

 

それでは、進めさせていただきます。 

まず職務代理につきましては、文化協会代表者の近藤隆治様を指名させていただきます。 

では、事務局より本審議会のスケジュールと今回提出をいただいた資料の説明をお願いします。 

 

 本審議会のスケジュールとしては、本日のご意見を基に次回事務局からたたき台として提案さ

せていただき、最終的には１月下旬までに答申をいただきたいと考えております。 

つづきまして今回提出させていただきました資料の説明をさせていただきます。 

資料１から資料９について説明。 

 

ただいまの説明に対してご質問がありましたらお願いします。 

 

 行政調査費と政務調査費の違いはなんですか。どういう内容のものに使われますか。 

  

行政調査費は、資料に平成 22年度行政調査の実績を掲載しておりますが、この行政調査に要す

る経費であり、議会運営委員会、常任委員会は一人あたり 5 万円、特別委員会は一人あたり 6 千

円の予算額を限度として支払われるものです。 

政務調査費は、議会の会派に対して、一人当たり 12万円を当該会派に属する人数分支払われま

すが、会派の研修旅費をはじめとして政治活動に要する経費に対して支払われるものです。 

次回、どういうものに使えるのか、項目を資料にしてお渡しします。 
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事務局 

 

委員 

 

この政務調査費は 23年度の数字ですか。毎年この金額は変動があるのでしょうか。 

 

条例で定められておりますので、毎年変わるわけではありません。ここ数年は改定されており

ません。政務調査費は 12万円が上限の金額です。 

 

確認ですが、議員の報酬も含めて答申するのでしょうか。 

 

 市長・副市長の給料額、議員の報酬額について審議していただきます。 

 

人口や財政規模などの順に報酬額が載っているわけですが、資料を見させていただくと、議員

はみよし市としては、明らかに報酬額が低いと感じます。特に議員については最下位となってい

るため、ここで少し報酬額を上げたほうがよいのではないでしょうか。また正副市長についても、

財政規模からいえば、低いのではないかと感じます。 

 

行政調査費の実績が資料にありますが、他市町の行政調査費についてはどのような状況である

か、資料があるとよいと思います。何泊までか、調査費はいくらかなど。 

政務調査費は、近隣の状況が資料にありますし、行政調査費は報酬額には関係ありませんが、

参考として調べていただきたいと思います。 

 

調べられる範囲でお調べして、次回資料としてお渡しします。 

 

これ以外に一般企業でいう、いわゆる交際費みたいなものが他にあるのですか。 
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委員 

 

 

委員 

 

事務局 

議長はありますが、議員にはありません。 

  

 議員の活動状況を審議日数で示した資料がありますが、年によっての増減はわかりますが、他

の市町の状況がわかると比較がしやすいと思いますが。 

 

議員の個々の活動がわかる資料というのは難しいので、８ページの資料については議会の活動

を示させていただいています。この資料により議員の活動がどうかというのは難しいと思います。 

 

代表質問、一般質問の延べ回数が平成１７年度５１名、２２年度では３８名となっているが、

延べ人数なので議員定数が減っているということでよいのでしょうか  

 

議員定数は１９年度から２４名から２０名に減っていますが、議会改革によって委員会の開催

方法が変りました。２１年度に増えているのは市制施行の関係等で臨時議会が５回ほど開催され

ました。 

 

資料だけ見ると議員活動が低迷しているように見えるが、そういう説明を聞くと決してそうで

はないということがわかります。 

 

Ｐ８ページの本会議の４回で２０日とはどういうことですか。 

 

年４回は３月、６月、９月、１２月です。本会議は議案提案１日、一般質問２日 議案質疑１

日、採決１日で述べ２０日ということになります。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

委員会には市長、副市長の出席が義務付けられているのでしょうか。 

同日に平行して行われる場合は両方にでられませんがどうするのですか。 

 

義務付けられています。１８年度以前は各委員会が同日に開催されていたため、挨拶のみで次

の委員会へ移動するなどして対応していましたが、１９年以降は同時に開催されなくなったため、

すべての委員会に出席していますのでそういうことはありません。 

 

町の時は上位だったので市になったからといって他の市並みに上げないといけないのでしょう

か。市民の生活は苦しく、リーマンショック以降給与、賞与は上がってはいない。そういう状況

の中で市になったからといって、他市とのバランスを重視する必要はないのではないかと思いま

す。 

 

議員の活動日数が年間６５日とありますが、そうやって見ると市長の勤務は３６５日ほとんど

休む間がなく激務であるのでそう考えると、他市との比較ではなくて市長の年間１，６００万円

というのはそんなに高い金額ではないのでしょうか。 

 

特別職の報酬を議論する前に一般職との差、逆転するとかのバランスをとらなければならない

と思いますがそういう資料はあるのでしょうか。 
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市長、副市長の報酬と一般職の給料が逆転するということはありません。部長級の給与でおお

むね１，０００万円程度ですが、一般職の給与についてはＰ３の資料にありますように人事院勧

告によって過去３年間引き下げています。賞与についても今年は据え置きましたが、過去２年つ

づいて引き下げています。人事院勧告は民間の給与と比較して決められているので、このような

状況になっています。国ですと国会議員、内閣総理大臣も含めまして、同様の引き下げをしてい

ますが、本市につきましては、昨年は、この報酬審議会を開催していないこともあり、この間の

人事院勧告につきましては、市長、副市長、議員の報酬に反映をしていません。 

 

今年度の人事院勧告に職員の給与への反映は決まっているのですか。 

 

１１月２９日の臨時議会におきまして、人事院勧告に準じて給与の引き下げを行うことが議決

されております。 

 

Ｐ６のみよし市の普通会計の決算をみると総合的に考えれば健全な財政状況であるといえると

思います。 

 

財政状況を数字だけでみれば、現在は健全な状況といえると思います。ただし、みよし市の歳

入における大きなウエイトを占める法人市民税は２０年度から２１年度に大幅に減っています。

財政が厳しい状況にあることは間違いありません。 

 

Ｐ６の資料は２２年度までですが、これ以降の見通しみたいなものはつかんでいると思います

が、ずっと健全化が続く見通しなのでしょうか。 
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平成２２年度の法人市民税は当初予算と比べ決算では約３億円減収となっています。 

 

歳入総額のうち税収を除く収入はどんなものがあるのでしょうか。 

 

国、県の補助金や地方債（借金）です。他の資料にある経常収支比率、いわゆる人件費、扶助

費等の必ず支出しなければならない経費の割合が上がってくると財政状況が悪化してきていると

いうことになります。 

先ほど質問にありました、来年度以降の見通しですが、財政調整基金いわゆる貯金を取り崩し

て、不足分に充てています。そういう状況はこれからも続くのではないかと考えています。 

 

その財政調整基金はどれくらい残っていて、どれくらい続くのですか。 

 

手元に資料を持っておりませんので、財政調整基金の状況については、次回資料として提出さ

せていただきます。 

 

地方自治体というのは社会福祉に関連する支出というのはかなり割合としてあるのでしょう

か。いわゆる社会保障制度は利用者が増えれば増えてきます。また職員の人件費もふえてきます。 

 

尾三消防組合等の議員になっている議員もいるので、その報酬額も調べてほしい。 

 

次回資料として提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（別 紙）                                                       № 

次 第 討 論 内 容 
採決結果 

賛成 反対 

 委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

市民としては報酬金額を下げるとか上げるとかではなくて中身をオープンにしていただければ

いいと思います。 

 

それではそろそろ時間もまいりましたので閉めたいと思います。 

 

本日はご意見ありがとうございました。次回は本日のご意見を取りまとめた資料と、追加でお

願いした資料により答申案を詰めていきたいと思います。 

 

本日の審議会はこれにて閉じたいと思います。慎重なご審議をいただきありがとうございまし

た。 

次回の開催でありますが、事務局の案はありますか。 

 

次回は、もう一度年内にと考えております。１２月２６日（月）午後１時３０分から開催させ

ていただきたいと思いますが、委員の皆さんのご都合はいかがですか。 

 

（委員全員了承） 

 

それでは次回は１２月２６日（月）午後１時３０分から開催させていただきたいと思います。 

委員の皆さまお疲れさまでした。本日の審議会を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


